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高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
対
す
る
修
正
案

　
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

　
目
次
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律

　
目
次
の
改
正
規
定
中
「
・
第
二
条
」
を
「
―
第
二
条
の
三
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
、
「
第
十
四
条
」
を

「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　
第
一
条
の
改
正
規
定
中
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
社
会
的

活
動
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
る
。

　
第
二
条
の
改
正
規
定
中
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
、
「
身
体
の
機
能
上
の
」
を
「
相
当

な
」
に
、
「
身
体
障
害
者
そ
の
他
」
を
「
障
害
者
そ
の
他
」
に
改
め
る
。
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第
二
条
の
次
に
章
名
を
付
す
る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
及
び
章
名
を
加
え
る
。

　
（
基
本
方
針
）

第
二
条
の
二
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
が
総
合
的
か
つ
計
画
的

に
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以

下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
基
本
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項

　
二
　
次
条
第
一
項
の
建
築
促
進
計
画
の
指
針
と
な
る
べ
き
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築

を
促
進
す
る
た
め
に
地
方
公
共
団
体
及
び
建
築
主
が
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容
及
び
実
施
時
期
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
事

項

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
齢
者
、
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障
害
者
等
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
基
本
方
針
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
建
築
促
進
計
画
）

第
二
条
の
三
　
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建

築
物
の
建
築
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で

き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
建
築
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
建
築
促
進
計
画
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
が
促

進
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
建
築
物
の
建
築
の
目
標
及
び
実
施
時
期
そ
の
他
当
該
特
定
建
築
物
の
建
築
を
促

進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
促
進
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関

係
市
町
村
長
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
促
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
建
築
促
進
計
画
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
建
築
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　
第
二
章
　
特
定
建
築
物
の
建
築
等
に
お
け
る
義
務
等

　
第
三
条
の
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
第
一
項
中
「
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
」
を
削
り
、
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
」
に
、

「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障

害
者
等
」
に
改
め
、
「
、
同
項
の
建
築
の
規
模
を
条
例
で
同
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
未
満
で
別
に
定
め
」
を
削
り
、
同
項
を

同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
特
別
特
定
建
築
物
の
特
定
施
設
の
修
繕
又
は
模
様
替
（
軽
易
な
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
は
、
当
該
特
定
施
設
を
利
用
円

滑
化
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
修
繕
又
は
模
様
替
を
し
た
特
定
施
設
の
維
持
保
全
を
す
る
者
（
同
項
後
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段
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

　
第
三
条
の
改
正
規
定
中
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
利
用
円
滑
化
基
準
の
制
定
又
は
改
廃
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
意
見
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
四
条
の
改
正
規
定
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、
「
又
は
維
持
保
全
を
す
る
者
」
を
「
若
し
く
は
維

持
保
全
を
す
る
者
又
は
特
別
特
定
建
築
物
の
特
定
施
設
の
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
若
し
く
は
維
持
保
全
を
す
る
者
」
に
改
め
、

「
若
し
く
は
維
持
保
全
を
す
る
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
特
別
特
定
建
築
物
の
特
定
施
設
の
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
若
し
く
は

維
持
保
全
を
す
る
者
」
を
加
え
、
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
第
十
八
条
を
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、

「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
第
十
六
条
を
削
り
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
条
を
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す

る
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
六
条
を
削
る
。

　
第
十
五
条
中
「
国
の
施
策
に
準
じ
て
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
基
本
方
針
及
び
建
築
促
進
計
画
に
の
っ
と
り
、
高
齢

者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

　
第
十
四
条
中
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　
第
十
三
条
中
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　
第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
、
「
必
要
」
を
「
有
効
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
財
政
上
の
措
置
等
）

第
十
五
条
　
国
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
建
築
物
の
建
築
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
財
政
上
、
金
融
上

及
び
税
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
十
一
条
を
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　
第
十
条
を
第
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
十
条
を
第
十
三
条
」
を
『
第
十
条
中
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
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齢
者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
』
に
改
め
る
。

　
第
九
条
を
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

　
第
八
条
を
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

　
第
七
条
を
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
を
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
次
の
二
条
」
を
「
次
の
一
条
」
に
改

め
、
第
八
条
を
削
り
、
「
、
認
定
建
築
物
」
を
『
、
計
画
の
認
定
を
受
け
た
計
画
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
特
定
建
築
物
（
以
下
「
認
定
建
築
物
」
と
い

う
。
）
』
に
改
め
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　
第
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
第
六
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

　
第
五
条
第
七
項
を
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
同
条
を
第
六
条
と
す
る
」
を
「
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
　
第
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
利
用
円
滑
化
誘
導
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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第
四
条
の
次
に
一
条
及
び
章
名
を
加
え
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

　
第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　
第
四
条
の
次
に
一
条
及
び
章
名
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
条
第
一
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
た
だ
し
、
第
二
条
の
次
に
二
条
及
び
章
名
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
条
の
三
第
三
項
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
五
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建

築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
（
同
条
第
二
項
の
条
例
で
別

に
定
め
る
規
模
を
含
む
。
）
以
上
の
建
築
（
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
建
築
」
と
い
う
。
）
」
を
「
建
築
」
に
、
「
特
別
特
定

建
築
物
（
同
条
第
二
項
」
を
「
特
別
特
定
建
築
物
（
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る

特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
。
第
三
項
」
の
下
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に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
三
項
（
同
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
）
を
し
た
特
別
特
定
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
新
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
を
し
た
特
別
特
定

建
築
物
の
特
定
施
設
」
を
、
「
建
築
を
し
た
特
別
特
定
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
同
項
に
規
定
す
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
を

し
た
特
別
特
定
建
築
物
の
特
定
施
設
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
　
新
法
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
特
別
特
定
建
築
物
の
特
定
施

設
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
後
（
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完

了
し
た
後
）
に
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
繕
又
は
模
様
替
を
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　
附
則
第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
　

　
附
則
第
三
条
の
う
ち
附
則
第
三
十
二
条
の
四
の
改
正
規
定
中
「
附
則
第
三
十
二
条
の
四
第
七
項
中
」
の
下
に
『
「
高
齢
者
、

身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利

用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
、
』
を
加
え
、
同
条
を
附
則
第
四
条
と
し
、
附
則
第
二
条
の
次
に
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次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
見
直
し
）

第
三
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
四
条
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
第
四
号
中
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で

き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築

の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。


